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１．区域区分の二次検討 （周南東都市計画区域） 

（１）検討の手順と一次検討の結果 

①人口 10万人未満の区域区分非設定区域における検討手順 

人口 10 万人に達しない非線引き都市計画区域にあっても、人口、土地利用、産業活動等の拡

大、開発プロジェクト等の影響で市街地拡大が予想される場合及び郊外部における自然的環境の

保全の必要性がある場合においては、区域区分の適用を検討する。また、線引き都市計画区域や

人口 10 万人以上の人口増加都市計画区域に隣接または近接する区域については、これら拠点都

市との一体的な都市計画区域の再編を前提として、区域区分制度の適用を検討する。 

 
  

▲区域区分非設定区域(人口10万人未満)における区域区分適用要否の検討手順 

今後の土地利用 

規制への対応 

都市計画区域 
の再編の検討 

チェックシート 

による評価 

区域区分非設定区域 

(人口 10 万人未満) 

ＹＥＳ 

一
次
検
討 
二 
次 

検 

討 

区域区分適用の 

必要性が高い 

区域区分適用の 

必要性が低い 

ＮＯ 

（注） 

 一次検討：定量的評価（都市計

画区域間の相対的な

判断） 

 二次検討：総合評価（都市計画

区域毎に固有の即地

的な判断） 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

隣接・近接する都市計画区域 

との関連性 

ＹＥＳ 

将来における市街地拡大の可能性 

ＮＯ 

郊外部における自然的環境の保全の必要性 
ＹＥＳ 

区域区分を 

適用しない場合の 

課題の検討 

区域区分を 

適用する場合の 

課題の検討 

区域区分を 

適用する場合の 

課題の検討 

区域区分を 

適用しない場合の 

課題の検討 

区域区分を適用しない 区域区分の適用 

 

・ 対 象 市

町 、 関

係機関

と の 調

整 等 

総合評価 ＮＯ 

判      定 

今後の土地利用 

規制への対応 
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②一次検討結果（広域方針より抜粋） 

区域区分適用の必要性は高い。 

 

Ｃ．区域区分適用の有無の検討チェックシート（人口１０万人未満） エリア名

＜検討項目＞ ＜評価指標＞ ＜判断基準＞

１）人口動向 過去 現在

10（5）年前 H27

1-1.都市計画区域内人口 10年前値＜現在値：「適合」 24,183 人 > 23,051 人 × : 不適合

1-2.都市計画区域内世帯数 10年前値＜現在値：「適合」 8,615 世帯 < 8,821 世帯 ○ : 適 合

1-3.DID人口 10年前値＜現在値：「適合」 - 人 = - 人 - ○　：　適　合

1-4.市街化区域内（用途内）人口 5年前値＜現在値：「適合」 16,157 人 > 16,057 人 × : 不適合

1-5.市街化調整区域（用途白地）人口 5年前値＜現在値：「適合」 7,540 人 > 6,994 人 × : 不適合

２）土地利用動向 2-1.都市計画区域内開発許可面積（5年間） 5年前値＜現在値：「適合」 309.79 ㎡/千人 < 493.51 ㎡/千人 ○ : 適 合

○　：　適　合

2-2.都市計画区域内DID面積 10年前値＜現在値：「適合」 - k㎡ = - k㎡ -

３）産業動向 3-1.商業販売額増減率（都市計画区域内） 過去値＜現在値：「適合」 -23.83 ％ < -18.77 ％ ○ : 適 合

3-2.工業出荷額増減率（都市計画区域内） 過去値＜現在値：「適合」 -3.82 ％ > -62.85 ％ × : 不適合 ○　：　適　合

3-3.観光入込客増減率（行政区域内） 過去値＜現在値：「適合」 7.49 ％ > 3.98 ％ × : 不適合

【一次検討による評価】

全　 て○：必要性は高い

1つ以上×：必要性は低い

※1-1.都市計画区域内人口、1-2.都市計画区域内世帯数は、国勢調査よりH17とH27の値を掲載している
※1-4.市街化区域内（用途内）人口、1-5.市街化調整区域（用途白地）人口は、国勢調査よりH22とH27の値を掲載している
※2-1.都市計画区域内開発許可面積は、都市計画基礎調査より5年比較（過去（H19～H23合計）・現在（H24～H28合計））としている
※3-1.商業販売額増減率（都市計画区域集計）は、商業統計調査及び経済センサスより過去（H19/H9増減率）・現在（H28/H19増減率）の値を掲載している
※3-2.工業出荷額増減率（都市計画区域集計）は、工業統計調査より過去（H18/H8増減率）・現在（H28/H18増減率）の値を掲載している
※3-3.観光入込客増減率（行政区域内）については、山口県の宿泊者及び観光客の動向より3年比較（過去（H27/H25増減率）・現在（H29/H27増減率））としている

〇： 区域区分の
必要性は高い

周南東都市計画区域

＜評価値＞ ＜指標別評価結果＞
＜項目別評価結果＞
※＜指標別評価結果＞のうち

1つ以上「〇」なら適合
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（２）検討の手順と二次検討 

①人口 10万人未満の区域区分非設定区域における区域区分適用の二次検討項目 

一次検討による区域区分適用の必要性検討を踏まえ、二次検討として、将来における市街地拡

大の可能性、郊外部における自然的環境の保全の必要性、隣接・近接する都市計画区域との関連

性及び適用、非適用に際しての課題について整理した上で、総合的な視点から区域区分の適用に

ついて判断する。 
 

検 討 項 目 検  討  内  容 

■将来における

市街地拡大の

可能性の検討 

人口の推移や産業の動向、大規模プロジェクトの影響等を踏まえ、市街地内にお

ける都市的土地利用の需要を見通すとともに、市街地内の土地利用の現況を把握

し、増加人口に伴う住宅用地や産業用地が現在の市街地に収容できるか否か、また、

市街地周辺におけるスプロール的拡散等についても検討する。その結果、市街地拡

大の可能性があると認められる場合には、区域区分制度の適用を検討する。 

■郊外部におけ

る自然的環境

の保全の必要

性の検討 

区域区分制度の効果として市街化調整区域における開発の抑止が考えられるこ

とから、他の法規制のない区域で自然的環境としての保全の必要性があると認めら

れる場合には、区域区分制度の適用を検討する。 

具体的には、次に示す資料等より、現在の法規制で自然的環境の保全が適切に図

られるか否かを検討する。 

・都市計画基礎調査（法適用現況図、協定締結区域の位置図、地区計画等の位置図） 

■隣接・近接す

る都市計画区

域との関連性

の検討 

線引き都市計画区域や人口10万人以上の都市計画区域に隣接または近接する区

域については、これら拠点都市との一体的な都市計画区域として再編することを前

提として、区域区分制度の適用を検討する。 

■区域区分を適

用しない場合

の課題の検討 

区域区分を適用しない場合の課題として、用途白地地域における別の土地利用規

制の適用可能性や、周辺の都市計画区域における土地利用規制との整合等を検討す

る。 

別の土地利用規制としては、都市計画法以外の他法令による措置または区域区分

以外の都市計画制度による措置があり、いずれかの措置を適用することによって目

標とする都市像の実現に向けた規制・誘導が可能か否かを判断する。 

■区域区分を適

用する場合の

課題の検討 

区域区分を適用した場合の課題として、一定の人口密度を有する市街化区域の設

定や、周辺の都市計画区域における土地利用規制との整合、さらには市街化調整区

域における開発規制のあり方等を検討する。 

■総合評価によ

る区域区分適

用の要否の判

定 

以上の検討を行った上で、対象都市の将来像との整合や、対象市町・関係機関の

意向及び地域特性・実情等についても十分に考慮し、総合的に判断して区域区分の

適用が望ましい場合、区域区分の適用を行う。 

 

■その他の土地

利用規制制度

の導入検討 

区域区分を適用しない場合又は適用する場合における他法令や区域区分以外の

都市計画制度等の導入について検討する。 

他法令による措置の例 区域区分以外の都市計画制度による措置の例 

・農業振興地域の整備に関する法律に規

定する農用地区域 

・森林法に規定する保安林区域等 

・自然公園法に規定する特別地域等 

・自然環境保全法に規定する原生自然環

境保全地域等 

・その他市町条例等による措置 

・景観計画による届出制度 等 

・地域地区の指定（用途地域、特定用途制限

地域、風致地区、景観地区、特別緑地保全

地区、伝統的建造物群保存地区等） 

・地区計画、集落地区計画の適用 

・用途白地地域における建築形態規制 

・開発規制（用途白地地域における開発許可

の最低規模基準の引き下げ） 

・立地適正化計画の策定 等 
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②将来における市街地拡大の可能性 

ア 人口推移や産業の動向 

総人口が 10 年間で約１万人減少している一方で、都市計画区域内人口及び用途地域内人口は

微減に留まっている。 

産業については、工業は「周南市＋光市」と「周南東都市計画区域」で若干傾向が異なり、前

者では 2010年まで増加した後、減少傾向に転じている一方、後者では 2005年まで横ばいで推移

し、その後減少に転じている。商業は 2014 年まで減少傾向であったが、2016 年に微増となって

いる。 

 

※行政区域人口は、周南市＋光市 

（出典：行政区域人口・都計区域内人口・市街化区域内人口（または用途地域内人口）の値は国勢調査を

採用し、平成17年市街化区域内人口（または用途地域内人口）にのみ、都市計画基礎調査を採用） 
 

 

（出典：工業（工業統計調査）、商業（商業統計調査。H28(2016)のみ平成28年経済センサス-活動調査） 

  

206,358 202,491 196,211 

24,183 23,697 23,051 

15,586 16,157 16,057 0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

平成17年 平成22年 平成27年

（人） 区域別の人口推移

行政区域人口 都市計画区域内人口 用途地域内人口

0

30,000

60,000

90,000

120,000

150,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年

商業

（千万円）
工業

（千万円）
工業・商業の推移（周南市＋光市）

工業（製造品出荷額）

商業（卸売・小売販売額）
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【参考：都市計画区域の工業・商業の推移】 

 
※都市計画区域の数値は旧市町の値を積み上げて算出した 

※合併後の旧市町の値は、合併前の旧行政区域の市全体に占める割合の推計値から算出した 

（出典：工業（工業統計調査）、商業（商業統計調査。H28(2016)のみ平成28年経済センサス-活動調査） 
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工業・商業の推移（周南東都市計画区域）

工業（製造品出荷額）

商業（卸売・小売販売額）



 28 

イ 市街地内の土地利用の現況 

用途地域内に低未利用地が一定程度残されている。また、新たな人口増加を伴う大規模プロジ

ェクトもない。 

 

 

  

水面

その他の自然地

田

畑

山林

商業用地

工業用地

住宅用地

交通施設用地

公共空地

農林漁業施設用地

公益施設用地

道路用地

その他の空地

土地利用種別

用途地域

都市計画区域

周南東都市計画区域　未利用地状況

自　　然　　的　　土　　地　　利　　用 都　　　市　　　的　　　土　　　地　　　利　　　用

農　　　地 宅　　　　　　　地

市
　
街
　
地
　
区
　
分

田 畑

山

林

水

面

そ

の

他

の

自

然

地

住

宅

用

地

商

業

用

地

工

業

用

地

公

共

・

公

益

用

地

道

路

用

地

交

通

施

設

用

地

そ

の

他

公

的

施

設

用

地

そ

の

他

の

空

地

農

林

漁

業

施

設

用

地

合
　
　
計

低
未
利
用
地
面
積

低
未
利
用
地
率

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) （ha） (ha) (ha)

用途地域
指定区域

69.0 35.3 141.8 6.4 52.1 198.0 8.4 9.4 45.9 84.0 5.2 0.0 15.5 0.0 671.0 119.8 17.9%

用途地域
指定外区域

1,057.1 202.6 6,199.0 83.1 399.4 265.7 38.0 69.0 81.3 281.3 10.6 0.0 117.0 0.9 8,805.0 1,376.7 15.6%

合　　　計 1,126.1 237.9 6,340.8 89.5 451.5 463.7 46.4 78.4 127.2 365.3 15.8 0.0 132.5 0.9 9,476.0 1,496.5 15.8%

※公共空地は公共・公益用地として計上
（出典：平成 29年 都市計画基礎調査） 
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【参考：土地利用の変化】 
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ウ 市街地周辺におけるスプロール的拡散 

近年において、宅地開発許可件数は少ないものの、用途白地地域でも見られる。大型商業施設

は、用途白地地域に 1件立地している。 

 

 

0

1

2
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5

0
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面積 用途地域外 面積 用途地域内 件数 用途地域外 件数 用途地域内

宅地開発許可の推移 

（出典：平成 29年 都市計画基礎調査、平成 28年 全国大型小売店総覧） 

近年における宅地開発許可の分布 
（都市計画法に基づく開発許可） 

大型商業施設（1,000㎡以上）の分布 

凡例

大型商業施設

用途地域

都市計画区域

凡例

用途地域

宅地開発（開発許可）

都市計画区域
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③郊外部における自然的環境の保全の必要性 

用途白地地域のうち、田園環境の保全については、農振農用地によりほぼ保全が図られている

が、一部に農振白地地域が存在するため、土地利用のコントロールを図る必要がある。また、保

安林や自然公園が指定されている丘陵地等については、自然的環境の保全が図られている。 

 

 

 

④隣接・近接する都市計画区域との関連性 

隣接する周南都市計画区域は人口 10 万人以上の線引き都市計画区域であり、本区域の熊毛地

域や小周防・立野地域が相対的に緩規制区域であることから、本区域で適切な開発コントロール

が行われない場合、開発が移行してくる可能性がある。 

（出典：国土数値情報） 

他法令による措置 

（出典：国土数値情報） 

都市計画制度による措置 
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（３）総合評価 

①区域区分を適用する場合の課題 

 
人口密度（可住地）60 人以上の区域を市街

化区域とした場合 

現行の用途地域を市街化区域とした

場合 

ア 一定の人口密度を

有する市街化区域

の設定 

・ 平成 27 年の人口密度 60 人/ha 以上地

区の合計（設定市街化区域の人口）は、

4,388 人で、都市計画区域人口 23,051

人の約 19.0％となる。 

・ 平成 27 年の人口密度 60 人/ha 以上地

区の概ねのまとまり（設定市街化区域

の面積）は約 68ha で、用途地域の約

10.1％となっている。 

・ 区域区分を適用した場合、現行の用途

地域内の人口のうち約 1.2 万人は市街

化調整区域に居住することとなるこ

と、また周南東都市計画区域内の約

1.9 万人が市街化調整区域に居住する

ことになり、既存の居住環境を担保す

る何らかの緩和策が必要となる。 

・ 平成 27 年での用途地域の人口密

度（可住地）＊は、平均約 33.2人

/ha（可住地面積：483.4ha）であ

るが、低密度の地区も多い。居住

人口 16,057 人は全都計区域人口

23,051人の約 69.7％となる。 

・ 用途地域内可住地に、人口密度

60 人/ha で人口が張り付くと仮

定 し た 場 合 の 収 容 人 口 は 約

29,000 人である。平成 27 年用

途地域人口の約 1.8 倍となる

が、人口の減少傾向が続いてい

ることから、低密度の市街地が

形成されることとなる。 

 

イ 周辺都市計画区域

の土地利用規制と

の整合 

・ 隣接の周南都市計画区域は、既に線引き都市計画区域であり、整合性は高まる。 

ウ 市街化調整区域に

おける土地利用 

・ 現行の用途白地地域だけでなく市街化

調整区域となる用途地域では、自然的

環境等が守られる一方で、現在は認め

られている開発も市街化調整区域とし

て制限される。また、田布施都市計画

区域への開発の移行に対する対応が必

要となる。 

・ このような市街化調整区域となる地

区、特に用途地域からの変更となる地

区でのコンセンサスを得ることが困難

であると考えられる。 

・ 現行の用途白地地域は、自然的環

境等が守られる一方で、現在は認

められている開発も市街化調整

区域として制限される。また、田

布施都市計画区域への開発の移

行に対する対応が必要となる。 

・ このような市街化調整区域とな

る用途白地地域でのコンセンサ

スを得ることが困難であると考

えられる。 

 

※ 用途地域内外の可住地面積は、平成 29年都市計画基礎調査より 
※ 用途地域内外の人口密度（可住地）は、平成 29年都市計画基礎調査から可住地按分により算出 

 

 行政区域 

（周南市＋ 

光市） 

都計区域 用途地域 
60人/ha以上の地区 40人/ha以上の地区 

人口 面積 人口 面積 

平成 17年 206,358人 24,183人 15,586人 7,294人 130ha 7,702人 139ha 

平成 22年 202,491人 23,697人 16,157人 4,745人 85ha 8,102人 165ha 

平成 27年 196,211人 23,051人 16,057人 4,388人 68ha  4,752人 77ha  

※行政区域人口・都計区域人口・用途地域人口の値は国勢調査を採用し、平成 17年市街化区域人口にのみ、H29都市計画基礎調査を採

用 

※60人/ha以上の地区・40人/ha以上の地区の人口と面積は、H29都市計画基礎調査より算出  
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小地域による人口分布（可住地人口密度） 

（出典：平成 29年 都市計画基礎調査） 

人口密度

60人/ha以上

40～60人/ha未満

40人/ha未満

用途地域

都市計画区域

100mメッシュによる人口分布 

（出典：平成 27年 国勢調査、国総研 将来予測ツール） 

用途地域

都市計画区域

：80～100人未満

：60～80人未満

：40～60人未満

：20～30人未満

：10～20人未満

：3～10人未満

：0～3人未満

：30～40人未満

：100人以上

100mメッシュ人口（1ha)
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②区域区分を適用しない場合の課題 

ア 用途地域内の低未

利用地の増進 

・ 用途地域においては、低密度な地区が多く残っており、用途地域内の土地利用の

増進を図る必要がある。 

イ 用途白地地域にお

ける土地利用規制 

・ 本都市計画区域の用途白地地域では、幹線道路沿道や農振白地地域等での開発

の進行が考えられ、現在の良好な環境を今後とも保全していくためには、市街

地外縁緑地帯としての田園及び自然的緑地環境の保全と基盤未整備なままでの

スプロール開発の規制について検討する必要がある。 

・ 田園環境の保全については、用途地域隣接部等に農振白地地域がみられ、開発

のコントロールが必要となる。そのため、用途白地地域では、開発を抑制する

とともに、幹線道路沿道での適正規模の商業施設立地は容認し、これを越える

ような居住環境を阻害する限定された用途を制限するための規制・誘導が必要

である。 

・ 丘陵部の自然的緑地環境については、風致地区、特別緑地保全地区等の適用に

より地形的に緩やかな丘陵地の緑の保全を検討する必要がある。 

・ 誘導にあたっては、建築形態規制に加え特定用途制限地域の適用を図る他、地

区計画制度の適用により基盤整備やまちなみが整った開発としていく必要があ

る。 

・ これらの方策は、市街化調整区域による規制に比べて適用範囲は相当狭くなる

が、隣接する線引き都市計画区域である周南都市計画区域とのバランスを考え

た場合には、適切な土地利用コントロールが必要である。 

ウ 周辺都市計画区域

の土地利用規制と

の整合 

・ 周南都市計画区域は線引き都市計画区域であり、将来的に市街地が連担する可

能性も予想されることから、その場合、土地利用規制上の整合が図られない。 
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③判定 

本都市計画区域は、開発圧力は強くなく、新たな人口増加を伴う大規模プロジェクトもないこ

となどから、市街地拡大の可能性が低いと判断される。ただし、線引き都市計画区域である周南

都市計画区域に隣接する地域であるため、土地利用のバランスに配慮した適切な土地利用コント

ロールを図ることが必要である。 

したがって、区域区分を定めないものの建築形態規制に加え、開発許可制度の適切な運用を行

うとともに、用途地域や特定用途制限地域の指定等の検討を行うことにより、用途白地地域の土

地利用のコントロールを図り、集約型の都市の実現を目指すものとする。 

 

④今後の土地利用規制への対応 

 

ア 用途地域の適切な指

定、低未利用地の増進 

・ 既に市街化されている地域については、その地域にふさわしい用途地域の指

定を行い、適正な土地利用を図る。 

・ また、都市基盤整備や地区計画などの誘導策により、用途地域内低未利用地

の利用増進を図る。 

イ 用途白地地域におけ

る土地利用規制 

・ 用途白地地域については、建築形態規制に加え、特定用途制限地域の適用等、

田園環境との調和に配慮した土地利用の規制･誘導を行う。 

・ 特に、周南市熊毛地域や新たに都市計画区域に編入した光市小周防・立野地

域は、線引き都市である周南都市計画区域の市街化調整区域に隣接する地域

であり、線引き・非線引き都市計画区域間における土地利用バランスに考慮

した土地利用規制の導入を行う必要がある。 

・ 丘陵部の自然的緑地については、風致地区や特別緑地保全地区等の適用によ

り保全を検討する。 

既存集落等においては、地区計画、特定用途制限地域の適用等による土地利

用の規制･誘導を図る。 

・ 景観計画における届出制度により、周辺の景観に調和しない建築物の規制・

誘導を行う。 
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■区域区分の検討結果 

 
 

今後の土地利用 
規制への対応 

今後の土地利用 
規制への対応 

都市計画区域 
の再編の検討 

チェックシート 

による評価 

区域区分非設定区域 

(人口 10 万人未満) 

ＹＥＳ 

一
次
検
討 

二 

次 

検 

討 

区域区分適用の 

必要性が高い 

区域区分適用の 

必要性が低い 

ＮＯ 

（注） 

 一次検討：定量的評価（都市計

画区域間の相対的な

判断） 

 二次検討：総合評価（都市計画

区域毎に固有の即地

的な判断） 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

隣接・近接する都市計画区域 

との関連性 

ＹＥＳ 

将来における市街地拡大の可能性 

ＮＯ 

郊外部における自然的環境の保全の必要性 
ＹＥＳ 

区域区分を 

適用しない場合の 

課題の検討 

区域区分を 

適用する場合の 

課題の検討 

区域区分を 

適用する場合の 

課題の検討 

区域区分を 

適用しない場合の 

課題の検討 

区域区分を適用しない 区域区分の適用 

 

・ 対 象 市

町 、 関

係機関

と の 調

整 等  

総合評価 ＮＯ 

判      定 


